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別記①令和 2年度離職者等委託訓練計画（補足資料） 

 

（１）企画提案について 

企画提案は、１つの訓練分野（実施地域）につき、１つの訓練科目を提案するものとする。ただし、「情報ビジネス（全地

域）」、「ＣＡＤ（岐阜）」については、同一の「訓練分野（実施地域）」の中で、複数の訓練科目を提案することを可とする。

その場合、訓練科目ごとに企画提案書を作成すること。 

【例】 実施計画数45人、定員15人×3コース、開講月（6月、9月、1月）、訓練期間3～5ヶ月の場合、下記のような 

提案パターンも可能であるが、提案書は科目ごとに作成する必要がある。 

提案書 １ ：ＣＡＤ機械設計科（訓練期間3ヶ月）×1回（9月開講） 

提案書 ２ ：ＣＡＤ機械設計科【実習付き】（訓練期間5ヶ月）×2回（6月、1月開講） 

 

（２）訓練分野 「情報ビジネス+ ＩＴ活用」 について 

「情報ビジネス+ＩＴ活用」には、以下の①～③の内容を盛り込むこと。①～③の具体的なカリキュラムは、「実務に役 

立つＩＴ活用力習得コース」の仕様書 別紙３「モデルカリキュラム及び補足資料」を基に作成すること。 

① 世の中にどのようなＩＴがあり、それぞれどのような機能・仕組みを有しているのか、どのような場面で活用されてい 

るのかについて理解する。 

② 従事する業務の課題解決場面に有用なＩＴを選定し、目的に適う情報を取得・分析・表現し、課題解決に繋げる能 

力を習得する。 

③ ＩＴを安全に活用するための情報セキュリティやコンプライアンスの知識を習得する。 

 

（３）訓練分野 「情報ビジネス（就職氷河期世代）」 について 

「情報ビジネス（就職氷河期世代）」は、主な対象者を就職氷河期世代として、パソコンスキルを身に着け、正社員と

して就職することを目指すものとし、以下の①～④の内容を盛り込むこと。また、①と③についてはグループワークを必

ず行うこと。 

なお、訓練受講者の選考においては、県と協議の上、就職氷河期世代が優先される方法により行うこととする（対象

者を専ら同世代に制限する趣旨ではない）。 

  また、訓練修了後３ヶ月以内においては、訓練受講者の就職促進に努めるとともに、就職者の定着を図るため、就

職後の悩み相談があった場合は適切な助言等を行うこと。 

 ① 仕事の基本を学ぶ 

   ・ ビジネスマナー及び職場でのコミュニケーションを円滑にするために必要な能力を習得する。 

 ② パソコン実習 

   ・ Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等を使用して、実践的なビジネス文書を作成する能力を習得する。 

 ③ 就職試験及び面接対策 

   ・ 就職試験及び面接の対策に必要な講義を行い、就職活動に必要なスキルを習得する。 

④ 企業実習 

   ・ 訓練受講者と企業をマッチングのうえ、企業において２週間以上の実習を行い、職場における実践能力を習得

する。 
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（４）訓練分野 「産業人材育成」 について 

・ 事業者の提案により、訓練分野を定めることとする。提案する訓練分野については、下記 a～cのいずれかに該当する

ものとすること。また、自動車免許（大型、中型、大型特殊、牽引等）の取得に関するものは対象外とする。 

a ）需要の拡大が期待される航空宇宙、医療福祉機器、次世代エネルギー等の成長産業 

b ）県の主要産業である製造業（金属加工、機械加工、電気設備等） 

c ）その他、地域の産業や、求人・求職者双方のニーズがある産業 

・ なお、ｃ について、県で設定する訓練分野に該当しない訓練分野を提案すること。例外として、複数の訓練分野を組

み合わせた訓練コースの提案を認める。（ただし、情報ビジネス、総務・経理事務、医療事務同士の組合せは除く。） 

 

（５）訓練分野 「 IT活用力」 について 

・ 「 ＩＴを使いこなす力」の習得を目的とし、下記の者を主な対象者とする。（対象者を制限する趣旨ではない。） 

a ）ＰＣを過去の業務又は日常生活で使用したことがあり、起動方法やキーボード等の使い方など基本的な操作を行 

える者 

b ）電子メールやウェブブラウザなど汎用的なアプリケーションを使用したことがある者 

・ 訓練には以下の①～③の内容を盛り込むこと。具体的には、「実務に役立つＩＴ活用力習得コース」の仕様書 別紙３

「モデルカリキュラム及び補足資料」を基に実施すること。 

① 世の中にどのようなＩＴがあり、それぞれどのような機能・仕組みを有しているのか、どのような場面で活用されてい 

るかについて理解する。 

② 従事する業務の課題解決場面に有用なＩＴを選定し、目的に適う情報を取得・分析・表現し、課題解決に繋げる能 

力を習得する。 

③ ＩＴを安全に活用するための情報セキュリティやコンプライアンスの知識を習得する。 

 

（６）託児サービスの設定について 

 「建設人材育成コース」以外は、託児サービスの設定が必須でないコースに、任意で設定することが可能。その場 

合、託児定員は最少１人から任意の数とする。 

 

（７）「育児等との両立に配慮した再就職支援コース」について 

育児等との両立に配慮した再就職支援コースとは、育児や介護等との両立のために訓練設定時間に配慮が必要な

者を対象としており、「知識等習得コース」において設定が可能。具体的には次のとおり。 

・ 訓練対象者を「育児等により、１日あたりの職業訓練の受講時間に一定の配慮が必要と認められる者（乳児、幼児

又は小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）に就学している子を養育する者、家族（育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）第２条第５号に規定する家族をい

う。）を介護する者、その他特に配慮を必要とする者 ）」に限定すること。 

・ 訓練時間は、1日 4時間、週 5日を標準として、1月あたり 80時間を標準とすること。ただし、総訓練期間は、別

記①実施計画に定める訓練期間を１ヶ月延長することができる。 

・ 訓練実施経費及び託児サービスを設定した場合の託児サービス経費にかかる訓練生１人当たりの月額単価の上

限は、他の知識等習得コースと同じとする。 


